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平成 22年 3月 4呂

厚生労働省保険局医療課

官報掲載事項の一部訂正について

平成22年 1月29日付け官報(第5242号)に掲載された「厚生労働大臣が指定する病院の病棟

における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定め

る者の一部を改正する件J (平成22年厚生労働省告示第40号)について、別紙のとおり、官報

掲載事項の訂正が行われる予定ですので、あらかじめお知らせいたします。
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